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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等にかかる主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資損益については、第14期中は持分法適用の関連会社が存在しておりますが、投

資損益は発生しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、１株当たり中間（当期）純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

５．第16期中の中間純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等による

ものであります。 

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高 (千円) 94,722 55,741 158,803 404,352 593,102 

経常損益 (千円) △696,310 △548,800 △339,293 △1,298,989 △566,022 

中間（当期）純損益 (千円) △723,586 △511,819 △599,120 △1,837,962 △447,516 

持分法を適用した場合の

投資損益 
(千円) － △10,629 △56,458 △5,941 △9,631 

資本金 (千円) 1,270,175 2,004,648 2,076,398 1,820,148 2,076,398 

発行済株式総数 (株) 30,546 38,364.8 39,712.2 35,211 39,712.2 

純資産額 (千円) 870,477 701,800 310,155 845,020 909,276 

総資産額 (千円) 2,741,464 1,866,831 1,070,270 2,587,436 1,700,136 

１株当たり純資産額 (円) 28,497.26 18,294.16 7,811.10 23,998.77 22,899.65 

１株当たり中間（当期）

純損益金額 
(円) △23,703.94 △14,016.69 △15,088.55 △59,643.14 △11,773.35 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

(円) － － － － － 

１株当たり中間（年間）

配当額 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 31.8 37.6 29.0 32.7 53.5 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △73,228 △230,357 △297,382 △591,926 5,034 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △146,582 △124,376 35,649 △141,526 △121,950 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 23,705 26,881 △88,300 988,828 △175,045 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
(千円) 199,181 322,829 9,109 650,712 359,194 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

77 

(18)

61 

(12)

42 

(9)

71 

(17)

52 

(18)



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

 （注）１. 従業員数は就業人員（社員）であり、臨時雇用者数（期間に定めのある嘱託、パートタイマー、

派遣社員）は、当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。  

２. 従業員数が前期末に比し10名減少しましたのは、自然退職の補充抑制のための人員減によるもの

であります。  

(2）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 42（９） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、引き続き閉塞状況を脱却しつつあり、上場企業を中心にした好調な企業

収益を背景として、旺盛な設備投資が顕在化し、堅調に推移しました。また、雇用情勢も好転の兆しが鮮明になり

企業の給与体系の見直し等ベースアップが実施されていることから、所得環境が好転し個人消費も底堅く推移して

おります。しかしながら、原油価格の高騰が改善されないこと、金価格等の上昇によるインフレ懸念が浮上し、世

界経済における不安定な要素が顕在化しつつあり、予断を許さない状況であります。 

一方、当社をとりまくプリント配線板市場では、ワンセグ対応機種等の次世代携帯電話への取り組みが期待され

るものの、携帯電話市場の需要は一巡しておりますが、液晶テレビやカーナビ等の好調により堅調に推移いたしま

した。プリント配線板市場は、原油高による材料費上昇の影響もありコスト競争の中で製品価格への転嫁が難しい

状況にあり、薄型軽量化及び高性能化ニーズに対応することにより引き続き市場の拡大を目指していくものと予想

されます。 

このような状況のもと、当社は収益の中心である技術移転契約締結に注力してまいりましたが、平成17年11月15

日の上場廃止に伴う信用力の低下等による影響が強く、当中間会計期間においては、技術移転契約の締結はありま

せんでした。また、ライセンシーによる量産開始につきましては、当社テクノセンターにおいて中間部材の生産を

平成17年５月より開始し、ソニーケミカル株式会社の新機種携帯電話用のCOF（チップ・オン・フイルム）基板を引

き続き製造しております。これは、NMBIフレキシブル配線板初の製品化で従来のスルーホール工法による基板と比

較して40％の基板面積の縮減を可能にする等、業界最先端の製品化を実現したものであります。 

 これにより、当中間会計期間においては、主に従来の開発試作の売上に加えNMBI製品の量産化の売上を計上して

おります。経費につきましては、引き続き退職者の補充を抑制し人件費削減と無駄な経費の削減を図りました。 

 その結果、売上高158百万円（前年同期比284.9％増）、経常損失339百万円（前年同期は経常損失548百万円）、

中間純損失599百万円（前年同期は中間純損失511百万円）となりました。 

売上高の品目の概況は、次のとおりであります。 

〈バンプインターコネクション〉（以下NMBI: Neo Manhattan Bump Interconnection） 

NMBI事業は技術移転に伴うイニシャルライセンスフィ、設備販売、材料販売、製品販売及びランニングロイヤ

リティ収入で構成されております。現在はイニシャルライセンスフィがほとんどを占め、１件当りの契約金額が

大きいことから、技術移転契約の締結時期に当事業の売上高が左右される構造になっております。 

当中間会計期間におきましては、売上高が157百万円（前年同期比288.4％）となりました。これは、テクノセ

ンターにおいて、ライセンシーに対する中間材供給のための量産を平成17年５月より開始したことによるもので

あります。 



(2) キャッシュ・フロー 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純損失の計上、仕入債務

の減少、借入金の返済が進む等の要因により、前中間会計期間末に比べ313百万円の減少となり、当中間会計期間末

の残高は９百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は297百万円（前年同期比29.1％増）となりました。こ

れは主に、減損損失275百万円の計上等により、税引前中間純損失が597百万円計上されたことに加え、売上債権

13百万円の増加及び仕入債務等の負債54百万円の減少があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果得た資金は35百万円（前年同期は124百万円の使用）となりました。

これは主に、機械装置等の有形固定資産の新規取得を抑制し、保険積立金の解約による収入37百万円を得たこと

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は88百万円（前年同期は26百万円の獲得）となりまし

た。これは短期借入による25百万円の資金調達をしたものの、短期借入金50百万円の返済、長期借入金63百万円

の返済をおこなったことによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1)生産実績 

 （注）１.金額は販売価格によっております。 

２.金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)仕入実績 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．品目別の内訳は以下のとおりであります。 

(3)受注状況 

 （注）１．受注高及び受注残高は、販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目別 
当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

バンプインターコネクション（千円） 106,126 579.1 

合計（千円） 106,126 579.1 

品目別 
当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

バンプインターコネクション（千円） 2,473 135.9 

合計（千円） 2,473 135.9 

  当中間会計期間

バンプインターコネクション  

材料仕入 2,297千円

設備仕入 176千円

品目別 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

バンプインターコネクション 209,179 479.7 65,048 469.2 

合計（千円） 209,179 479.7 65,048 469.2 



(4)販売実績 

 （注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．品目別の内訳は以下のとおりであります。 

３．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

（注）１．（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。 

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目別 
当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

バンプインターコネクション（千円） 157,372 288.4 

その他（千円） 1,431 - 

合計（千円） 158,803 288.4 

  当中間会計期間

バンプインターコネクション  

材料販売 4,741千円

設備販売 299千円

製品、設計、マスク販売 152,331千円

その他 1,431千円

輸出先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

アジア 5,145 12.6 4,646 8.8 

北アメリカ 35,750 87.4 47,930 91.2 

合計 
40,895 

(73.4%) 
100.0 

52,577 

(33.1%) 
100.0 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

ソニーケミカル株式会社 8,952 16.1 96,346 60.7 

Socketstrate, Inc. － － 46,205 29.1 

Tessera, Inc. 35,750 64.1 1,725 1.1 



３【対処すべき課題】 

当社では、健全な会社経営を目指すため、黒字体質への早期転換と財務体質の改善を目指し、以下の課題に取り組

んでまいります。 

① 技術開発のスピード強化 

顧客ニーズに応えるため、技術的優位性があり、コスト競争力をもった製品をタイムリーに提供できるよ

う、開発体制を強化し、開発のスピード化に努めてまいります。また、米国のSocketstrate, Inc. （ソケット

ストレート社）と共同して、半導体パッケージ基板の開発を強力に進めてまいります。 

② 技術営業力の強化 

エンドユーザーとの関係を強化し、潜在的なニーズを的確に汲み取り、問題点を共有し、適切な解決を提案

できることが重要となります。このため社内組織のさらなる連携強化により、エンドユーザーに対する提案力

の向上に努めてまいります。更に、当社におけるNMシリーズの中間材生産技術を確立し、試作及び量産協力等

を含め既技術移転先のNMBI技術による製品化のサポートを強力に推進いたします。 

③ ロイヤリティー収入構造の具現化（NMBI中間材量産体制の支援） 

ライセンシーによる生産に伴うロイヤリティー収入を確保するため、顧客が満足するコスト、品質、納期を

追求し、より一層の製造プロセス改善に研究開発を努めてまいります。更に、関連会社であるNMBG（H.K.）

Limitedの中国工場を活用していく予定であります。 

④ 資金調達について 

当社は、独自技術の研究開発体制のさらなる充実のために、一定の運転資金と相応の設備投資資金が必要と

なることを想定しており、資金調達手段の検討を進めております。そのためには、当社技術を使用したライセ

ンシーにおける量産開始が重要なポイントと考え、ライセンシーの量産開始がスムーズに行なわれるよう支援

してまいります。これを契機に技術移転の伸展を図り、財務強化に繋げてまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、新たに締結した重要な契約はありません。 



５【研究開発活動】 

当社は、高度情報化社会に対応していくために、その基盤となる研究開発に取り組んでおり、技術移転や生産活動

を通じて今後の事業の中心とすべき製品の研究開発を進めております。特に、携帯端末の最先端の半導体高密度実装

に必要な部材として、当社独自の技術をベースに研究開発を進めております。 

当中間会計期間の研究開発費の総額は、61,436千円であります。 

事業の品目別の当中間会計期間における研究成果は、次のとおりであります。 

① NMBI 

Ａ. 国内半導体メーカーの仕様に基づく高周波対応の半導体パッケージ（SiP : System in Package）用インタ

ポーザの試作を２回実施し問題が無いことを確認しました。 

Ｂ. 国内半導体研究団体の仕様に基づく半導体パッケージ（FC-BGA）用インタポーザの試作を実施し提供しま

した。 

Ｃ. 国内半導体メーカーに対し、超ファインビアピッチ(150umピッチ)半導体評価用インタポーザの試作を実施

し提供しました。 

Ｄ. 国内基板メーカーに対し、高周波対応のフレキシブル配線基板の試作を実施し提供しました。 

② NMSS 

研究の目的は、超薄型及びSiP ３次元積層に最適な半導体パッケージ用フィルムインタポーザを提供すること

であり、提供に当たり主な課題は、応用製品開発にあります。 

Ａ. 海外半導体メーカーTessera, Inc.（テセラ社）に対し、前期より引き続きNMSS・NMTI構造の各種SiP用イ

ンタポーザの試作品を提供いたしました。 

Ｂ. 海外半導体メーカーの仕様に基づく新規絶縁材料を開発し、NMBIライセンス先へ提供しました。 

Ｃ. 海外半導体メーカーの仕様に基づく新規実装材料を開発し、海外半導体メーカーへ提供しました。 

Ｄ．NMBIライセンス先へNMSS中間製品を提供しました。 

以上のごとく、当社は常に先を見据えた研究開発活動を行っており、当社の特許成立件数は平成18年５月１日現

在、全品目合計21件（国内７件、海外14件）であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間においては、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、重要な設備の新設の計画はありません。 

(2) 重要な設備の除却等 

当中間会計期間において、新たに確定した設備の売却はありませんが、平成18年６月30日をもって、いわきテ

クノセンターを閉鎖することに伴い遊休化する工場設備の売却を計画しております。 

なお、詳細につきましては、「第５経理の状況 重要な後発事象」に記載しております。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 108,864 

計 108,864 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月29日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 39,712.2 39,712.2 

  

－  

  

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

計 39,712.2 39,712.2 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成17年10月１日 

    ～ 

 平成18年３月31日 

－ 39,712.2 － 2,076,398 － 1,552,757 



(4）【大株主の状況】 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合 
（％） 

飯島 朝雄 東京都文京区 13,730 34.57 

株式会社 証券保管振替機構 
東京都中央区日本橋茅場町２丁目1-1第二証券会

館 
8,499 21.4 

モルガンスタンレー証券会社 
東京都渋谷区恵比寿４丁目20-3恵比寿ガーデンプ

レイスタワー 
1,000 2.52 

嶋田 悦也 和歌山県有田市 1,000 2.52 

元  永三 福岡県福岡市南区 1,000 2.52 

飯島 章子 東京都文京区 770 1.94 

メリルリンチインターナショナル

エスエフジー 

東京都中央区日本橋１丁目4-1日本橋一丁目ビル

ディング（常代）メリルリンチ日本証券株式会社 
631 1.59 

シン ヤン インベストメント 

コーポレーション 

東京都港区三田1-2-18TTDビル３F306室（台湾貿

易中心内）（常代）ツェン クゥオ シュン 
483 1.22 

福田 博文 東京都練馬区 354 0.89 

林田 学 長崎県長崎市 353 0.89 

計 － 27,820 70.05 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が 8,499株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数8,499個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）１. 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

    ２. 同取引所において、平成17年９月22日監理ポストに、平成17年10月15日に整理ポストに割当てとなり、平成

       17年11月15日付で株式上場廃止となっております。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

役職の異動 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    5 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 39,707 39,707 

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式  

端株 普通株式   0.2 － － 

発行済株式総数 39,712.2 － － 

総株主の議決権 － 39,707 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ノース 
東京都豊島区南大塚

3-32-1 
5 － 5 0.01 

計 － 5 － 5 0.01 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 58,100 15,900 － － － － 

最低（円） 13,620 4,210 － － － － 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

代表取締役社長 ─ 代表取締役社長 開発本部長  飯島 朝雄   平成18年３月１日 

取締役 経営企画室長 取締役 
経営企画室長兼 

内部監査室長 
村上 貴裕  平成18年３月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日ま

で）の中間財務諸表については新日本監査法人により中間監査を受け、当中間会計期間（平成17年10月１日から平

成18年３月31日まで）の中間財務諸表についてはユニバーサル監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間会計期間  新日本監査法人 

  当中間会計期間  ユニバーサル監査法人 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金 ※２ 334,829   21,109 371,194   

２．受取手形   8,021   4,998 21,133   

３．売掛金   267,480   256,289 226,573   

４．たな卸資産   10,554   19,627 30,313   

５．その他 ※５ 26,652   18,970 37,818   

貸倒引当金   △99,750   △199,500 △199,500   

流動資産合計    547,787 29.3 121,496 11.4   487,533 28.7

Ⅱ 固定資産          

(1)有形固定資産 ※1,2        

１．建物   463,350   429,150
 

444,285   

２．機械及び装置   295,089   97,062 243,387   

３．土地   212,500   212,500 212,500   

４．その他   26,118   18,666 24,450   

有形固定資産合計   997,059   757,380 924,623   

(2）無形固定資産          

１．営業権   105,000   - 90,000   

２．その他   7,343   32,563 5,316   

無形固定資産合計   112,343   32,563 95,316   

(3) 投資その他の資
産 

         

１．関係会社株式   262,273   262,273 262,273   

２．その他   98,795   47,984 81,817   

投資損失引当金   △151,427   △151,427 △151,427   

投資その他の資産
合計 

  209,641   158,829 192,662   

固定資産合計    1,319,043 70.7 948,774 88.6   1,212,603 71.3

資産合計    1,866,831 100.0 1,070,270 100.0   1,700,136 100.0

           

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形   8,041   7,143 31,571   

２．買掛金   2,713   2,353 2,732   

３．短期借入金   20,000   25,000 50,000   

４．１年以内返済予
定の長期借入金 

※２ 345,000   155,100 218,400   

５．未払金 ※４ -   391,471 19,296   

６．１年以内償還予
定の社債 

  220,000   - 220,000   

７．その他   151,361   44,698 81,705   

流動負債合計    747,116 40.0 625,766 58.4   623,705 36.7

Ⅱ 固定負債          

１．社債   200,000   - 150,000   

２．転換社債型新株
予約権付社債 

  143,500   -  -   

３．長期借入金 ※２ 55,000   -  -   

４．退職給付引当金   19,414   18,077 17,154   

５．リース資産減損勘
定 

  -   116,270 -   

固定負債合計    417,914 22.4 134,347 12.6   167,154 9.8

負債合計    1,165,031 62.4 760,114 71.0   790,860 46.5

           

（資本の部）          

Ⅰ 資本金    2,004,648 107.4 2,076,398 194.0   2,076,398 122.1

Ⅱ 資本剰余金          

１．資本準備金   1,481,007   1,552,757 1,552,757   

資本剰余金合計    1,481,007 79.3 1,552,757 145.1   1,552,757 91.3

Ⅲ 利益剰余金          

１．中間（当期）未
処理損失 

  2,783,454   3,318,272 2,719,151   

利益剰余金合計    △2,783,454 △149.1 △3,318,272 △310.0   △2,719,151 △159.9

Ⅳ 自己株式    △400 △0.0 △727 △0.1   △727 △0.0

資本合計    701,800 37.6 310,155 29.0   909,276 53.5

負債資本合計    1,866,831 100.0 1,070,270 100.0   1,700,136 100.0

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     55,741 100.0 158,803 100.0   593,102 100.0

Ⅱ 売上原価     31,616 56.7 224,127 141.1   217,099 36.6

売上総利益(又は
売上総損失△） 

    24,125 43.3 △65,324 △41.1   376,002 63.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    539,762 968.3 268,342 169.0   900,087 151.8

営業損失     515,636 △925.0 333,667 △210.1   524,084 △88.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   2,465 4.4 1,746 1.1   3,126 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２   35,629 63.9 7,373 4.6   45,063 7.5

経常損失     548,800 △984.5 339,293 △213.6   566,022 △95.4

Ⅵ 特別利益 ※３   38,471 69.0 23,247 14.6   231,741 39.1

Ⅶ 特別損失 ※4,5   66 0.1 281,650 177.4   111,726 18.8

税引前中間（当
期）純損失 

    510,394 △915.6 597,695 △376.4   446,006 △75.1

法人税、住民税及
び事業税 

  1,425 1,425 2.6 1,425 1,425 0.9 1,510 1,510 0.3

中間（当期）純損
失 

    511,819 △918.2 599,120 △377.3   447,516 △75.4

前期繰越損失     2,271,634 2,719,151   2,271,634 

中間（当期）未処
理損失 

    2,783,454 3,318,272   2,719,151 

            



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前中間（当期）純損
失 

  △510,394 △597,695 △446,006

減価償却費   92,592 72,642 185,970

減損損失   - 275,849 -

貸倒引当金の増加額   - - 99,750

退職給付引当金の増加額
又は減少額（△） 

  △831 923 △3,091

受取利息及び受取配当金   △3 △86 △16

支払利息   7,008 4,034 12,416

社債利息   1,604 1,717 2,768

社債発行費   18,617 - 18,617

為替差損又は為替差益
（△） 

  30 51 △443

固定資産売却損   - - 0

固定資産除却損   66 - 3,116

保険解約返戻金等    - △8,724 -

保険解約損失   - 4,683 -

売上債権の増加額(△)   
又は減少額 

  303,812 △13,580 331,607

たな卸資産の増加額
（△）又は減少額 

  4,292 10,685 △15,465

未収消費税等の減少額   37,806 23,581 25,725

その他流動資産の増加額
（△）又は減少額 

  2,134 △5,007 3,043

仕入債務の減少額   △87,188 △24,806 △63,639

その他流動負債の減少額   △88,651 △29,203 △133,000

その他   30 - 1,460

小計   △219,072 △284,937 22,812

利息及び配当金の受取額   5 86 18

利息の支払額   △8,439 △4,266 △14,946

法人税等の支払額   △2,850 △8,265 △2,850

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  △230,357 △297,382 5,034

 



    

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産の取得によ
る支出 

  △95,180 - △108,454

有形固定資産の売却によ
る収入 

  - - 55

無形固定資産の取得によ
る支出 

  △815 △1,154 △1,051

関係会社株式の取得によ
る支出 

  △23,234 - △23,234

長期前払費用の支払   - △375 -

敷金保証金受取額   800 1,030 26,656

敷金保証金支払額   △430 △85 △8,562

保険積立金の積立   △5,516 △920 △7,357

保険積立金の解約によ 
る収入 

  － 37,155 -

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △124,376 35,649 △121,950

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の借入による
収入 

  50,000 25,000 100,000

短期借入金の返済による
支出 

  △185,000 △50,000 △205,000

長期借入金の返済による
支出 

  △181,600 △63,300 △363,200

社債の償還による支出   △150,000 - △200,000

転換社債型新株予約権付
社債の発行による収入 

  493,882 - -

株式の発行による収入   - - 493,882

自己株式の取得による支
出 

  △400 - △727

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  26,881 △88,300 △175,045

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  △30 △51 443

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

  △327,882 △350,084 △291,517

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

  650,712 359,194 650,712

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※ 322,829 9,109 359,194

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 当社は、前事業年度において1,265百万円

の営業損失及び1,837百万円の当期純損失を

計上し、当中間会計期間におきましても、売

上高が前中間会計期間に比べて38百万円減少

した結果、515百万円の営業損失及び511百万

円の中間純損失を計上しております。また、

営業キャッシュ・フローにつきましても、

前々事業年度698百万円、前事業年度591百万

円、当中間会計期間230百万円と継続してマ

イナスとなっております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 また、当社は平成16年３月に台湾のエイ・

フレックステック社と技術移転契約を締結し

売上高310百万円を計上しましたが、当該契

約には取締役会の承認を得ないまま取り交わ

されていた覚書が存在しておりました。当該

覚書には、実質的には売上代金の支払いに充

当されることとなる同社への貸付を行うこと

及び当該貸付が行われなかった場合には技術

移転契約を遡及的に解除するとの条項が含ま

れておりました。当社は、当該契約に基づく

売上については、本来、売上に計上すべきで

はなかった取引であると判断し、平成17年９

月21日開催の臨時取締役会において、同社へ

の技術移転ライセンス契約による売上高310

百万円及びこれに関連する経理処理を発生当

時に遡及し、訂正する決議をいたしました。

当社は、翌日、この事実を東京証券取引所に

おいて公表し、同日、当社株券は監理ポスト

に割当てられました。 

 当該状況により当社が進める技術移転交渉

には、契約の遅延、見直し等の影響が生じる

可能性が高まっており、訂正報告書提出日現

在では、新たな継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

 当社は当該状況を解消すべくコンプライア

ンス体制の確立に取り組んでまいります。 

 今後の技術移転契約に際しましては、営業

部門のほか管理部門メンバーから構成される

契約審査委員会（取締役経営企画室長大野 

正、管理本部長川崎和紀）を設置し、客観的

で厳格な審査を行います。 

 このほか当該状況の再発防止と致しまし

て、取引先との個人契約の禁止、技術移転契

約に関する付随条項を別途契約することを禁

止し全て本契約の付随条項もしくは添付別紙

とするなど技術移転契約締結の手続きを詳細

に規則として定め契約手続きを統一化いたし

ます。特に技術移転契約締結における代表取

締役社長名の署名・捺印にあたっては、立会

人の帯同を義務付け、手続きを厳格化いたし

ます。 

 平成17年９月期におきましては、ライセン

シーにおける量産の開始、新たな半導体分野

での共同開発の進展などがあり、平成16年３

月当時よりも当社技術に対する理解と評価は

確実に高まっているものと考えております。 

 当社は、売上高が低迷しており、前事業年

度において524百万円の営業損失及び447百万

円の当期純損失を計上し、当中間会計期間に

おきましても333百万円の営業損失及び「固

定資産の減損会計に係る会計基準」の適用か

ら275百万円の減損損失を計上したこと等に

より599百万円の中間純損失を計上しており

ます。営業キャッシュ・フローにつきまして

も、前事業年度は５百万円のプラスとなった

ものの、前々事業年度は591百万円、当中間

会計期間は297百万円のマイナスとなってお

ります。また、平成18年３月31日を償還期日

とする第３回無担保社債120百万円（平成18

年３月31日残高120百万円）及び第４回無担

保社債50百万円（平成18年３月31日残高250

百万円）について償還条項を履行しておら

ず、平成18年６月８日に12百万円の償還を行

ったものの、期限の利益を喪失したことによ

り、現在358百万円が未償還となっておりま

す。さらに、返済期日を経過した金融機関か

らの借入金についても94百万円の返済を履行

しておりません。このため、これらの債務に

ついて償還及び弁済履行に至るまでの期間に

つき、年利率14％の遅延損害金が生じている

ほか、金融機関からの新たな資金調達が困難

な状況にあります。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

  

 当社は当該状況を解消すべく、当中間会計

期間においては、経費の削減を柱として経営

再建を鋭意進めました。また、前事業年度に

策定した「中期経営計画」について、昨年の

東証マザーズ市場の上場廃止による信用低下

の影響等により当初想定していた状況が変化

したことから大幅に見直し、これを着実に実

行していくこととしております。 

なお、「中期経営計画」は、当社の事業再建

を果たすべく、売上収入を安定化し継続的な

資金確保に重点を置いております。 

「中期経営計画」の主な変更点は以下のとお

りです。 

①売上計画 

 当社は従来、技術移転による売上の実現に

よる投下資本の回収に大きなウェートを置い

ておりましたが、上場廃止の影響もあり、今

後の技術移転契約交渉も困難となることが予

想されます。そのため、技術移転契約中心の

事業体系から、開発中心の事業へとシフト

し、これを主な収益源としてまいります。現

在も技術移転契約先でもあるテセラグループ

と半導体パッケージ基板の開発を実施してお

りますが、これに留まらず、新たな半導体分

野での共同開発を推進していくこととし、当

中間会計期間においても産官学連携を含む複

数の企業と開発活動を実施しております。 

  

  

 当社は、前事業年度において1,265百万円の

営業損失及び1,837百万円の当期純損失を計上

し、当事業年度におきましても524百万円の営

業損失及び447百万円の当期純損失を継続して

計上しております。また、平成16年３月の台

湾のAFlextech Inc.（エイ・フレックステッ

ク社）に対する売上高を遡及して訂正したこ

とから当社は平成17年11月15日に上場廃止と

なりましたが、これにより技術移転契約交渉

には遅延、見直し等の影響が生じているほ

か、一部の金融機関からは融資の期限前返済

を求められたため、平成17年11月30日に同金

融機関からの借入額50,000千円の一括返済を

行っております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

 当社は当該状況を解消すべく、ビジネスモ

デルの見直しを含む中期経営計画を策定いた

しました。現在、複数の企業と業務及び資金

調達に関する交渉を行っております。また、

技術移転契約に関するコンプライアンス体制

の確立のため、以下の方針で取り組んでまい

ります。 

 今後の技術移転契約に際しましては、営業

部門のほか管理部門メンバーから構成される

契約審査委員会を設置し、客観的で厳格な審

査を行います。 

 このほか当該状況の再発防止と致しまし

て、取引先との個人契約の禁止、技術移転契

約に関する付随条項を別途契約することを禁

止し全て本契約の付随条項もしくは添付別紙

とするなど技術移転契約締結の手続きを詳細

に規則として定め契約手続きを統一化いたし

ます。特に技術移転契約締結における代表取

締役社長名の署名・捺印にあたっては、立会

人の帯同を義務付け、手続きを厳格化いたし

ます。 

 当事業年度におきましては、ライセンシー

における量産の開始、新たな半導体分野での

共同開発の進展などがあり、平成16年３月当

時よりも当社技術に対する理解と評価は確実

に高まっているものと考えております。 

 今後は企業の社会的責任を十分に自覚し、

信頼の回復に全社をあげて取り組み、当社の

NMBI技術の移転に取り組んでまいります。 

 以上により、継続企業の前提に関する重要

な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。 

 従いまして、財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義

の影響を反映しておりません。 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 今後は企業の社会的責任を十分に自覚し、

信頼の回復に全社をあげて取り組み、当社の

NMBI技術の移転に取り組んでまいります。 

 また、前事業年度において策定した、以下

に掲げる諸施策を柱とする経営計画を、着実

に実行しております。 

  

１．資金調達について 

 平成16年12月15日開催の取締役会におい

て、第三者割当の方法による第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、

平成17年１月５日を払込期日として512百万

円を調達いたしました。調達資金の使途とい

たしましては、約50百万円を設備資金に、残

額を運転資金に充当しております。なお、重

要な後発事象１に記載のとおり、平成17年５

月13日までの間に新株予約権はすべて行使さ

れ、資本金及び資本準備金への転換が完了し

ております。 

 また、重要な後発事象２に記載のとおり、

平成17年５月に米国Socketstrate, Inc.（ソ

ケットストレート社）（Tessera  

Technologies,Inc. （テセラテクノロジーズ

社）の100％子会社）とMASTER ASSIGNMENT  

AGREEMENT（マスター譲渡契約、契約対価150

百万円）及びMASTER PWB LICENSE AGREEMENT

（マスターPWBライセンス契約、契約対価450

百万円）を締結いたしました。これにより 

600百万円の資金を調達いたしました。 

 なお、さらなる資金調達につきましては、

ライセンシーにおける当社技術を用いた量産

開始が重要なポイントとなると考えておりま

すが、ライセンシー１社（ソニーケミカル株

式会社）が平成17年夏から量産を開始するこ

とを契機として、今後の技術移転の伸展によ

る財務の強化が可能になると考えておりま

す。 

 またテクノセンターの閉鎖及び売却に伴っ

て、当社はNMBI生産事業から撤退し経営資源

を開発事業に集中させます。 

②テクノセンターの閉鎖及び売却 

 （重要な後発事象）に記載のとおり、平成

17年５月からNMBI関連の生産を行なってきた

テクノセンター（福島県いわき市）を、平成

18年６月30日をもって閉鎖し、工場及びその

設備を売却することといたしました。これに

伴って、テクノセンターの従業員は解雇する

予定であり、今後の経費は大幅に削減となり

ます。また、テクノセンターの売却代金をも

って、償還不履行となっている無担保社債の

償還及び返済不履行となっている借入金の返

済に充当することとしております。 

 今後のNMBI関連の生産については当社の関

連会社でもあるNMBG（H.K.）Limitedを含む

ライセンシーにて行なうことを推進し、当社

はそのサポートを実施してまいります。この

結果、ライセンシーの生産に伴うロイヤリテ

ィー収入の確保も見込まれます。 

③資金計画 

 現状では取引金融機関からの新規追加調達

の見通しは低いことから、下半期以降の受注

高・売上高が計画どおり回復しない場合は、

資金繰りが逼迫する可能性があります。 

 これに対して、当社は複数の法人に出資を

要請しており、これを実現するべく鋭意交渉

にあたっております。 

  

 このほかコンプライアンス体制の確立の一

環として内部統制システムの構築について基

本方針を定め、かかる体制の下で業務の適法

性、効率性の確保並びにリスクの管理に努め

るとともに、全ての役員及び従業員が遵守す

ることの徹底を図っております。 

 

 以上により、継続企業の前提に関する重要

な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。 

 

 従いまして、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような重要な

疑義の影響を反映しておりません。 

  

  

 



前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

２．既存ライセンシーに対する量産支援活

動の強化について 

 既存ライセンシーに対する量産支援活動に

積極的に取り組んだ結果、既存ライセンシー

のうち２社はNMBIの試作品を作製し、現在セ

ットメーカーの評価を受け、量産化に向けて

準備中であります。また、NMSRについても１

社が量産に向けて開発を進めております。ま

た、ライセンシーによる量産設備の投資額削

減のための設備設計、仕様等を決定し、従前

よりもコンパクトでファイン仕様の設備を設

備メーカーと共同で開発し特許申請いたしま

した。これらにより、セットメーカーの需要

にすばやく対応できるNMシリーズ（NMBI、NM

SI、NMSR等）技術のライセンシーにおける量

産化への支援体制を整えてまいります。 

３．自社生産体制の強化について 

 量産開始にあたりまして、生産性向上によ

る中間材の安定供給、品質の向上及び製造コ

ストの削減を重点課題として推進しておりま

す。 

 当中間期においては、①安定的な生産のた

めに洗浄処理方法の改善に取り組みました。

②品質向上のために副資材の変更、洗浄処理

方法の改善、主材料の規格等の見直しを行い

ました。③製造コストの削減のために副資材

カット内製化、不具合品の修復技術の改善を

実施いたしました。 

 また、ソニー株式会社により平成17年４月

に品質保証体制評価が実施され、同社より取

引先としての推奨を受けております。これに

より、当社はソニーケミカル株式会社から中

間材の注文を受け、平成17年６月から出荷を

開始いたしました。 

  

 以上２及び３の活動の成果と技術営業力の

強化によりさらなる新規技術移転の促進を図

ってまいります。 

    

 



前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

４．研究開発活動の強化について 

 携帯用エレクトロニクス製品に求められる

お客様のニーズを迅速かつ正確に把握し、当

社技術を搭載した製品を早期に実現すること

を目的として、当社エンジニアによるデザイ

ンイン活動を強化しております。具体的に

は、平成15年７月よりTessera, Inc.（テセ

ラ社）と共同で半導体パッケージ基板の開発

を実施しており、高い評価を頂いておりま

す。その結果、前述した、テセラテクノロジ

ーズ社の子会社であるソケットストレート社

への技術移転等が行れることとなりました。 

 また、平成15年８月より国内大手半導体メ

ーカーとの間でテープタイプの半導体パッケ

ージ基板の共同開発を実施中であり試作品の

評価の段階に至っております。また、アルプ

ス電気株式会社と高周波対応のキャパシタ内

蔵基板の共同開発を実施しており、平成17年

３月にはプロセス開発が完了いたしました。

なお、国家予算による産官学連携の共同研究

開発につきましては、平成17年４月に開始す

る予定でありましたが、事業化には相当の時

間を要すると見込まれることから一時中断

し、ソケットストレート社との共同開発に特

化することといたしました。 

    

５．経費削減について 

 ①役員報酬について、平成16年12月より代

表取締役40％、取締役25％の減額をいたしま

した。なお、監査役は20％の自主返納をして

おります。これにより年額15百万円の削減を

見込んでおります。②退職者の補充抑制によ

り、年額120百万円の人件費の削減を見込ん

でおります。③平成17年４月の本社移転に伴

い、年額22百万円の家賃負担減を見込んでお

ります。④顧問等の契約の解除、顧問料の引

き下げにより、年額13百万円の削減を見込ん

でおります。その他事務消耗品等の購入業者

の見直し、管理本部による経費管理の強化を

通じて、さらなる削減をしてまいります。 

    

 以上により、継続企業の前提に関する重要

な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。 

 従いまして、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような重要な

疑義の影響を反映しておりません。 

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

関連会社株式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1) 有価証券 

関連会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

関連会社株式 

同左 

 (2) たな卸資産 

原材料、貯蔵品 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(2) たな卸資産 

原材料、貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

原材料、貯蔵品 

同左 

 仕掛品 

 個別法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

量産品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

量産品以外 

 個別法による原価法を採

用しております。 

製品  

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

  

仕掛品 

量産品 

同左 

  

量産品以外 

同左 

  

製品  

同左 

  

 (追加情報) 

当社は従来仕掛品の評価基準

及び評価方法として、個別法に

よる原価法を採用しております

が、当事業年度より、当社の生

産施設であるテクノセンターに

おいて量産活動を開始したこと

に伴い、量産品に係る仕掛品及

び製品の評価基準及び評価方法

については移動平均法による原

価法を採用することといたしま

した。  

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ３～38年 

機械及び装置  ２～11年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては社内における見込

利用可能期間（５年）に基づい

ております。 

 また、営業権については商法

施行規則に規定する最長期間

（５年）に基づく均等償却によ

っております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1)    ―――――― (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

  (2) 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(2)    ―――――― 

  

(2) 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法（簡便法）によ

り、当中間会計期間末における

退職給付債務額を計上しており

ます。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における自己

都合要支給額を退職給付債務と

する方法（簡便法）により、当

事業年度末における退職給付債

務額を計上しております。 

 (3）投資損失引当金 

 関係会社株式の価値の減少に

よる損失に備えるため、投資先

の財政状態等を勘案し、個別検

討による必要額を計上しており

ます。 

(3）投資損失引当金 

同左 

(3）投資損失引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。 

 これにより税引前中間純損失が

275,849千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

（中間貸借対照表） 

「営業権」は前中間会計期間では無形固定資産に含め

て表示しておりましたが、当中間会計期間末において資

産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間末の「営業権」の金額は

135,000千円であります。 

（中間貸借対照表） 

１．前中間会計期間まで区分掲記していた「営業権」は、

当中間会計期間末において資産の総額の100分の５以下

となりましたので、無形固定資産の「その他」に含めて

表示することとしました。 

なお、当中間会計期間末の「営業権」の金額は26,970

千円であります。 

 ２．「未払金」は前中間会計期間では流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末

において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。 

なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は

15,102千円であります。 



追加情報 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（税効果会計） 

 税効果会計を適用しております

が、繰延税金資産については回収可

能性について確実性がないと判断

し、計上しておりません。 

（税効果会計） 

同左 

（税効果会計） 

同左 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  802,559千円   930,973千円   875,144千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

定期預金 112,000千円

建物 285,197千円

土地 212,500千円

定期預金 12,000千円

建物 275,279千円

土地 212,500千円

定期預金 12,000千円

建物 280,317千円

土地 212,500千円

 なお、600,000千円を極度額とした根

抵当権を設定しております。 

 また、上記担保資産のうちには、当

社取締役の銀行借入に対する第三者担

保提供分（定期預金100,000千円）が含

まれております。 

  

 なお、600,000千円を極度額とした根

抵当権を設定しております。 

  

 なお、600,000千円を極度額とした根

抵当権を設定しております。 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

   

１年以内返済予定の

長期借入金 
260,000千円

長期借入金 55,000千円

 計 315,000千円

   

１年以内返済予定の

長期借入金 
147,500千円

 計 147,500千円

  

１年以内返済予定の

長期借入金 

  

185,000千円

 計 185,000千円

 ３     ―――――― 

  

 ３ 受取手形割引高 

 15,859千円 

 ３     ―――――― 

※４     ―――――― 

  

※４ 未払金 

以下の社債につきましては償還条項

を履行しておらず、また、第４回無担

保社債につきましては期限の利益を喪

失していることから、未払金に含めて

表示しております。 

※４     ―――――― 

 第３回無担保社債 120,000千円

第４回無担保社債 250,000千円

 計 370,000千円

 

※５ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

 ※５ 消費税等の取扱い 

 同左 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3千円

助成金受入益 1,952千円

受取利息 7千円

助成金受入益 1,318千円

受取利息 16千円

助成金受入益 1,952千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 7,008千円

社債利息 1,604千円

社債発行費 18,617千円

新株発行費 3,857千円

支払利息 4,034千円

社債利息 1,717千円

支払利息 12,416千円

社債利息 2,768千円

社債発行費 18,617千円

新株発行費 4,715千円

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

契約解除和解金等 38,471千円 保険解約返戻金 8,646千円

消費税等還付金 14,500千円

契約解除和解金等 38,471千円

特許権等譲渡益 145,270千円

契約解除損失補填金 48,000千円

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

工具器具及び備品除

却損 
66千円

保険解約損失 4,683千円

棚卸資産廃棄損 1,117千円

減損損失 275,849千円

建物除却損 2,945千円

工具器具及び備品除

却損 
 170千円

貸倒引当金繰入額 99,750千円

本社事務所移転費用 8,858千円

 ※５      ─────  ※５ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

 当社は、資産のグルーピングに際し、継

続的に収支を把握している事業部をキャッ

シュ・フローを生み出す最小単位として捉

え、その単位を基礎にグルーピングする方

法を採用しております。ただし、遊休資産

については、製造用途の単位によるグルー

ピングをしております。 

 当社は平成17年５月より、自社製品の量

産を開始しておりますが、平成17年11月15

日の上場廃止に伴う信用低下等により、製

品生産及び設備販売事業に影響が生じてい

ること、また、後工程設備については、同

様の状況から稼動の目途がたたず遊休化し

ていることからテクノセンター製造グルー

プ、設備販売グループ及び遊休資産グルー

プの資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（275,849千

円)として特別損失に計上しました。 

場所 用途 種類 

テクノセ

ンター(福

島県いわ

き市) 

主にNMBI製造

事業 

建物、構築物、機

械及び装置、工具

器具及び備品、電

話加入権、リース

資産 

テクノセ

ンター(福

島県いわ

き市) 

設備販売事業
工具器具及び備

品  

テクノセ

ンター(福

島県いわ

き市) 

遊休設備 

機械装置、工具器

具及び備品、営業

権、リース資産 

 ※５      ───── 

 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 その内訳は、テクノセンター製造事

業 109,253千円（建物 273千円、構築

物 ８千円、機械及び装置 78,064千円、

工具器具及び備品 3,094千円、電話加入

権 134千円、リース資産 27,676千円）、

テクノセンター設備販売事業 231千円

（工具器具及び備品 231千円）、遊休設

備 166,364千円（機械及び装置 29,659千

円、工具器具及び備品 81千円、営業

権 48,029千円、リース資産 88,593千

円）であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、建

物及び土地については、不動産鑑定士に

よる鑑定評価額及びその他のものについ

ては、第三者からの評価額に基づいて評

価しております。 

 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 74,992千円

無形固定資産 16,084千円

有形固定資産 55,828千円

無形固定資産 15,707千円

有形固定資産 151,441千円

無形固定資産 31,916千円

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※   現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※   現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※   現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 334,829千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△ 12,000千円

現金及び現金同等物 322,829千円

現金及び預金勘定 21,109千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△ 12,000千円

現金及び現金同等物 9,109千円

現金及び預金勘定 371,194千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△ 12,000千円

現金及び現金同等物 359,194千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

機械及び装
置 

419,785 121,886 297,898 

工具器具及
び備品 

6,437 1,716 4,720 

ソフトウェ
ア 

14,592 6,745 7,846 

合計 440,814 130,348 310,465 

  
取得価額相

当額 

（千円） 

減価償却累

計額相当額

（千円） 

減損損失累

計額相当額

 (千円) 

中間期末残

高相当額 

（千円） 

機械

及び

装置 

415,700 198,523 115,948 101,227

工具

器具

及び

備品 

6,437 3,004 - 3,433

ソフ

トウ

ェア 

21,042 11,145 - 9,896

合計 443,179 212,673 115,948 114,556

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

機械及び装
置 

419,785 162,384 257,401

工具器具及
び備品 

6,437 2,360 4,076

ソフトウェ
ア 

21,042 8,676 12,365

合計 447,264 173,421 273,843

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

   未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 84,254千円 

１年超 233,285千円 

合計 317,540千円 

   リース資産減損勘定の残高 

   115,948千円 

１年内 87,166千円

１年超 152,000千円

合計 239,167千円

１年内 86,324千円

１年超 195,687千円

合計 282,011千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 46,343千円

減価償却費相当額 43,101千円

支払利息相当額 4,794千円

支払リース料 46,609千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
－ 千円

減価償却費相当額 43,337千円

支払利息相当額 3,765千円

減損損失 115,948千円

支払リース料 92,537千円

減価償却費相当額 86,173千円

支払利息相当額 9,024千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

      

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度末（平成17年９月30日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式   

非上場外国株式 262,273 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式   

非上場外国株式 262,273 

  貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式   

非上場外国株式 262,273 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年３月31日現在） 

デリバティブ取引に係る契約残高はありませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年３月31日現在） 

デリバティブ取引に係る契約残高はありませんので、該当事項はありません。 

前事業年度末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引に係る契約残高はありませんので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

 (注)１．投資損失の額が増加したのは、平成18年３月期にNMBG（H.K.）Limitedにおいて減損損失347,990千

円を計上したことによります。 

２．NMBG（H.K.）Limited株式に対して投資損失引当金151,427千円を計上しております。 

  

前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

(注) 同社株式に対して投資損失引当金151,427千円を計上しております。 

関連会社に対する投資の金額（千円） 262,273 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 188,643 

持分法を適用した場合の投資損失の額（千円） 10,629 

関連会社に対する投資の金額（千円） 262,273 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 146,192 

持分法を適用した場合の投資損失の額（千円） 56,458 

関連会社に対する投資の金額（千円） 262,273 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 195,418 

持分法を適用した場合の投資損失の額（千円） 9,631 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 18,294円16銭 

１株当たり中間純損失金額 14,016円69銭 

１株当たり純資産額 7,811円10銭 

１株当たり中間純損失金額 15,088円55銭 

１株当たり純資産額 22,899円65銭 

１株当たり当期純損失金額 11,773円35銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純損失が

計上されているため、記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期純損失が

計上されているため記載しておりません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日)

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日)

中間（当期）純損失（千円） 511,819 599,120 447,516 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─ ─ 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円） 
511,819 599,120 447,516 

期中平均株式数（株） 36,515 39,707 38,011 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

 旧商法第280条ノ19

の規定に基づく新株引

受権（ストックオプシ

ョン）１種類、８個

（目的となる株式の種

類は普通株式であり、

株式の数は８株）であ

ります。 

 第１回無担保転換社

債型新株予約権付社債 

（額面総額143百万

円）の新株予約権１種

類（目的となる株式の

数1,347株）。 

 これらの詳細は「第

４提出会社の状況、１

株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

─────  旧商法280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権（ストックオプショ

ン）１種類（目的とな

る株式の数８株）。 

これらの詳細は「第４

提出会社の状況、１株

式等の状況、(2)新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日） 

１ 転換社債型新株予約権付社債の転換 

当社が平成17年１月５日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成17年３月31日現在残高

143,500千円）につき、平成17年４月22日から平成17年５月13日までの間に新株予約権の権利行使がなされまし

た。その内容は以下のとおりであります。 

① 転換社債型新株予約権付社債の減少額      143,500千円 

② 資本金の増加額                71,750千円 

③ 資本準備金の増加額              71,750千円 

④ 増加した株式の種類及び株数  普通株式     1,347.4株 

⑤ 新株の配当起算日             平成17年４月１日 

なお、これにより新株予約権はすべて行使されました。 

２ 重要な契約の締結 

① その旨及び目的又は理由 

当社は、米国Tessera Technologies, Inc.（テセラテクノロジーズ社）の100%子会社である

Socketstrate, Inc.（ソケットストレート社）との間でMASTER PWB LICENSE AGREEMENT（マスターPWBライセ

ンス契約）およびMASTER ASSIGNMENT AGREEMENT（マスター譲渡契約）を締結いたしました。 

これは、当社の保有するNMシリーズ技術を同社のライセンシーへ普及することにより、半導体実装におけ

る事業展開を早期に本格化させるものであります。また、特許権を同社へ譲渡し強力な関係を築くことによ

り、ユーザー紹介および営業支援を受け、当社のライセンスビジネスを強化させるものであります。 

② 契約の相手会社の名称 

Socketstrate, Inc. 

③ 締結の時期 

契約締結日  平成17年５月17日 

④ 契約の内容 

イ. MASTER PWB LICENSE AGREEMENT（マスターPWBライセンス契約） 

NMBI、NMSI、NMSS、NMTIを含むPWB（プリント配線板）のサブライセンス付ライセンス契約であります。

（契約対価450百万円） 

ロ. MASTER ASSIGNMENT AGREEMENT（マスター譲渡契約） 

米国におけるPWB（プリント配線板）及びインタポーザに関する出願中の特許・登録済特許に対する権利

の譲渡、並びに、米国以外の各国におけるPWB（プリント配線板）及びインタポーザに関する出願中の特

許・登録済特許（当社の単独保有のみならず一部他社と共同保有しているものも含む）に対する共同所有

権の譲渡契約であります。 

なお、共同所有権のうちPWBの利用分野においては、当社が独占的権利を有し、また、PWB以外のすべて

の利用分野においては、ソケットストレート社が独占的権利を有します。 

（契約対価150百万円） 

⑤ 契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

当社は、当該契約締結により今後の営業活動においてテセラテクノロジーズ社の営業支援を受けソケット

ストレート社と共同歩調を取りながら、同社のライセンシーへのNMシリーズ技術の普及の早期化を目指すこ

とにより業績の回復を図ってまいります。 



当中間会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年３月31日） 

福島県いわき市テクノセンターの閉鎖 

  ① その旨及び理由 

 当社は、テクノセンター（福島県いわき市）において、試作品及び量産品の生産活動を行ってまいりまし

たが、平成17年11月15日の上場廃止に伴う信用低下等の影響により、資金調達に関して困難な状況となって

いることから、当社の主たる事業である開発事業へ資金を集中させるべく、更に、昨年新たに見直しを行い

ましたビジネスモデルを早期に確立し、会社の立て直しを図るため、テクノセンターを閉鎖することといた

しました。（当社取締役会決議日 平成18年５月16日） 

② 操業停止する部門の事業の内容及び規模 

テクノセンター製品製造事業 前事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日）売上高38,393千円

③ 操業停止の時期 

平成18年６月30日 

 ④ 操業停止が営業活動に及ぼす重要な影響 

 現在進行しております、ライセンシーへの中間材供給のための量産については、その納品を平成18年６月３

日に完了しており、テクノセンターにおけるその他の業務は、神奈川県横浜市に所在する開発センターを主と

して他の部署に移管する予定となっております。 

 また、テクノセンターの従業員につきましては、解雇を予定しており、更に、平成18年６月16日開催の取締

役会において、テクノセンターの売却方針の決定をしております。 

 これらにより、平成18年９月期（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日）の税引前当期純損益が76

百万円改善する予定であります。 

  

前事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 当社株式は平成17年９月22日に東京証券取引所から監理ポストに割当てられ、平成17年10月15日には整理ポスト

に割当てられました。整理ポスト割当期間は、平成17年10月15日から平成17年11月14日までであり、平成17年11月

15日をもって上場廃止となりました。 



(2）【その他】 

① 決算日後の状況 

特記事項はありません。 

② 訴訟 

当社は、平成17年11月15日以降の東京証券取引所マザーズ市場からの株式上場廃止に伴い、当社株式を所有

する一部の株主より株価下落による損害について、平成17年12月６日、損害賠償請求訴訟（請求額5,435千円）

を提起され、現在係争中であります。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）半期報告書の訂正報告書 

平成17年10月11日関東財務局長に提出。 

平成16年６月29日提出の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

（２）有価証券報告書の訂正報告書 

平成17年10月11日関東財務局長に提出。 

平成16年12月27日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

（３）半期報告書の訂正報告書 

平成17年10月11日関東財務局長に提出。 

平成17年６月29日提出の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

（４）有価証券報告書の訂正報告書 

平成17年12月26日関東財務局長に提出。 

平成16年12月27日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

（５）半期報告書の訂正報告書 

平成17年12月26日関東財務局長に提出。 

平成17年６月29日提出の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

（６）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第15期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月26日関東財務局長に提出。 

（７）臨時報告書 

平成18年５月２日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象)に基づく

臨時報告書であります。 

（８）臨時報告書 

平成18年５月22日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象)に基づく

臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１７年１０月５日

株式会社ノース   

 取 締 役 会  御 中  

 新日本監査法人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 濱吉 廣務  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 若松 昭司  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 佐藤 森夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ノースの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０日までの第１５期事業年度の中間会計期間（平成１６年１０

月１日から平成１７年３月３１日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。 

記 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間期の決算を訂正した。当該訂正は、技術移転ライセンス契

約と同時に取締役会の承認を得ないまま取り交わされていた覚書が存在し、その事実が監査の過程で平成１７年９月８日

に判明したことに基づくものである。コンプライアンス及び企業の社会的責任が重視される状況下において、当該事実

は、会社の今後の事業に重大な影響を与えるため、将来の帰結が予測できない事象又は状況に該当する。よって、継続企

業を前提として作成されている上記の中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることはできない。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記事項の中間財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、我が国において一般に

公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ノースの平成１７年３月３１日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見を表明しない。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年６月２９日

株式会社ノース   

 取 締 役 会  御 中  

 ユニバーサル監査法人  

 
代 表 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 立 野 晴 朗  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ノースの平成１７年１０月１日から平成１８年９月３０日までの第１６期事業年度の中間会計期間（平成１７年１０

月１日から平成１８年３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。 

記 

 「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」及び「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は、前事業年

度において大幅な営業損失及び当期純損失を計上し、当中間会計期間においても大幅な営業損失及び中間純損失を計上し

ている。また、平成１８年３月３１日償還予定の第３回無担保社債及び第４回無担保社債について償還不履行となり、こ

れらの社債について期限の利益を喪失するなど、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。会社は当該状況を

解消すべく前事業年度に策定した中期経営計画を見直し、現在、複数の企業と業務及び資金調達並び資産売却についての

交渉を行っている。その内容は当該注記に記載されているが、現時点において交渉の帰趨は予測し得ず、中期経営計画の

合理性を確かめることができない状況にある。このため、継続企業を前提として作成されている上記の中間財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。 

  

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記事項の中間財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、株式会社ノースの平

成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１０月１日から平成１８年３

月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見を

表明しない。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間より固定資

産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この基準により中間財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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